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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年７月１９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２３年１１月１日 １０時００分ごろ～１５時００分ごろの

間） 

発生場所 
 

兵庫県明石市南二見
みなみふたみ

南方沖 

 明石市所在の東播磨港二見南防波堤灯台から真方位２３６°２.５海里付

近 

 （概位 北緯３４°４０.０′ 東経１３４°５０.６′） 

事故調査の経過  平成２３年１１月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したた

め行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 戎
えびす

丸 ２.０トン 

 ＨＧ３－２５９８９（漁船登録番号）、個人所有 

 ８.６１ｍ（Lr）×２.３０ｍ×０.８３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和６３年２月２７日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７９歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和４９年１２月１９日 

  免許証交付日 平成２１年６月２５日 

         （平成２６年９月１６日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、たこつぼ漁を行うため、明石市東二見

の船だまりを出航し、平成２３年１１月１日１０時００分ごろ南二見南方

沖ののり養殖施設南西端の標識灯にロープで係留しているところを僚船に

より目撃された。 

 船長の家族は、昼を過ぎても本船が帰航しないので、友人の漁師に連絡

した。 

 連絡を受けた友人の漁師は、船長に電話をしてもつながらず、おかしい

と思い、本船の様子を見に行ったが見付からず、再度、捜索していたとこ

ろ、１５時００分ごろ、僚船により目撃された場所付近において、無人で

漂流している本船を発見した。 

 船長は、漁業協同組合員及び通報を受けた巡視艇によって捜索が行われ

たが発見されず、１１月６日０７時４５分ごろ、地元の漁業者により、本

船発見場所の東方１,０００ｍ付近ののり養殖施設内において発見された

が、溺死と検案された。 
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 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １ 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  本船は、発見時、機関が中立運転状態で遠隔操縦に切り替えられてお

り、右舷船首ローラー付近にリモコンが置かれていた。 

 本船は、船内に漁獲物があり、たこつぼは全て海中に入れられていた。 

 本船には、衝突痕等は認められなかった。 

 船長は、船内に救命胴衣を備え付けていたが、発見時、救命胴衣は着用

していなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

不明 

 船長は、溺死した。 

 本船は、１０時００分ごろ南二見南方沖におい

て僚船により目撃されたのち、１５時００分ご

ろ、目撃された場所付近において、機関が中立運

転とされ、無人で漂流中のところを発見されたこ

とから、この間において、船長が落水したものと

考えられるが、落水した状況を明らかにすること

はできなかった。 

 船長は、落水して溺水したものと考えられる

が、溺水に至った状況を明らかにすることはでき

なかった。 

原因  本事故は、本船が、南二見南方沖において、船長が落水したことにより

発生したものと考えられる。 

参考 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・救命胴衣を着用すること。 

 




